
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいもの 

  を除く)以外のものをいいます。 

※⑤は、既存地盤面からの高さが30㎝以下の盛土又は切土を除く。 

【現 行】 【令和８年４月１日以降】 

令和８年４月１日から 

都市計画法に基づく開発行為に該当しない区画形質の変更に関する運用が変更となります。 

 都市計画法による開発許可制度の手引き（北海道建設部まちづくり局都市計画課）の改訂により、開発行為の定義の見直しが行われたことから、北海

道と運用の統一を図るため、当市の区画形質の変更に関する運用を令和８年４月１日より以下のとおり変更を行います。 

建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う以下の項目に該当する

行為は、開発行為となります。 


